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この特集に関するお問い合わせは，市民協働推進課60-1809へ

市民へ情報を公開し，公正で透明な市政を推進

情報公開制度をご存知ですか
　情報公開条例に基づき，市が持っている情報（行政文書）を市

民の求めに応じて公開し，市民が閲覧したり，複写したりする

権利を保障する制度です。行政文書は，個人のプライバシーに最大限配

慮されたうえで，原則として公開（開示）が義務付けられています。

　市民の皆さんは，この制度を利用し，市政のさまざまな情報を得るこ

とができます。この制度によって，市民の市政への積極的な参加を進め，

公正で透明な市政の推進を図っています。

健康・福祉
現代の老いじたく　成年後見制度を知ろう！ 12/15号

あなたの健康が，武蔵野市の財産です 7/15号

子ども・
教育

地域の力で防ごう虐待
オレンジ色で人権を守る
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観
み

る，触る体験から関心へ　武蔵野の理科教育 2/15号

緑・環境・
市民生活
　

エコセメント化をステップにごみ対策を推進 11/15号

市民と行政のパートナーシップを深める
「市民協働サロン」

9/15号

―商業者･学生も勤め人も家事をしている人も―
あなたの意見を聞かせてください！

6/15号

市民生活でも事業活動でも
協働でごみの発生抑制を

3/15号

都市基盤

雨水と人の良い関係を築こう　貯留浸透で浸水
被害の予防と軽減，地下水かん養を

5/15号

暮らしの中から
文化力と芸術感覚が身につくまち

4/15号

行・財政

公益通報者保護法は労働者の新しい法律です 10/15号

武蔵野市「第四期長期計画・調整計画」
市民の声が満載です

8/15号

●情報公開利用状況（平成20年度行政文書開示状況）

実施機関

請求 決定内容（件） 不服申し立て

件数 延べ人数 全部開示 一部開示
非開示（うち

文書不存在）
件数 延べ人数

市長部局 143 73 31 96 13（9） 1 1

教育委員会 15 4 7 4 4（4） 0 0

選挙管理委員会 0 0 0 0 0 0 0

監査委員 0 0 0 0 0 0 0

農業委員会 0 0 0 0 0 0 0

議会 1 1 1 0 0 0 0

計 159 78 39 100 17（13） 1 1

請求取り下げ3件

●一部開示および非開示の理由（1件で複数の理由に該当している場合があります）

理由 件数

①法令秘情報 法令などにより公にできない情報 0

②個人情報 個人を識別できる情報 39

③事業活動情報 法人などの地位が損なわれる情報 85

④犯罪の予防など情報 公共の安全などに支障が生ずる情報 1

⑤審議，検討または協議に関する情報 行政内部の意思決定の過程にある情報 13

⑥行政運営情報 行政運営に支障を及ぼす情報 14

⑦任意提供情報 公にしない条件で提供された情報 1

⑧文書不存在 13

■有償刊行物の頒布数

刊行物名 累計 割合

市内案内図（1/7000　菊判　100円） 440部 51 .0％

武蔵野都市計画図（1/6000　四六判　800円） 244部 28 .3％

住居表示案内図（町丁別バラ　B2判　70円） 87部 10.1％

玉川上水をあるく（B6判　100円） 23部 2.6％

市勢統計（A4判　300円） 17部 2.0％

予算書・予算説明書（A4判　600円） 10部 1.2％

武蔵野市史（A5判・B5判　400円～ 4700円） 8部 0.9％

武蔵野市百年史（A5判　2500円～ 8400円） 7部 0.8％

武蔵野市地域生活環境指標（冊子A4判5000円・CD-ROM700円） 6部 0.7％

武蔵野市民版「武蔵野」（国木田独歩著　Ａ6判　500円） 4部 0.5％

その他 16部 1.9％

計 862部 100 .0％

■閲覧者の利用資料（目的別）

目的別分類 件数

行政一般 1183

財政・税金 288

健康・福祉 33

産業・消費者 65

環境・公害 39

建設・都市基盤 263

教育文化・スポーツ 141

女性問題 21

議会 59

計 2092

■利用状況

資料など 利用者 4713人

有償刊行物
購入者 434人

頒布数 474部

コピーサービス
利用者 2713人

枚数 3万1545枚

●請求の延べ人数

請求者 人数

市内在住者 26

市内法人など 11

市内在勤者 0

市内在学者 0

市事業との利害関係者 1

その他 40

計 78

　市民の皆さんに知ってほしい最小限の情報を情報公開委員会で選定し，市民の

ライターが身近な目線でが分かりやすく書き，市報の毎月15日号に掲載しています

（今号5頁参照）。武蔵野市で情報公開条例を施行した平成4年から続いています。

請求から開示の流れ

市政資料コーナーで見ることのできないような行政文書を
開示してほしいときは，情報公開コーナーでご相談ください

情報公開コーナーに
開示請求書を提出

開示される範囲の内
容を閲覧

1

2

3

開示が認められないこと
があります
開示が認められない理由を

文書でお知らせします

開示が認められない理由を

示した文書を受け取った日

の翌日から60日以内に不服

申し立てができます

開示が認めらない理由に
納得できないとき

自分の情報についての開示には，
運転免許証などで本人確認が必要

写しの交付や郵送を希望するとき
は，実費の支払いが必要

希望する行政文書の全部また
は一部について開示が実施機
関により認められたとき

情報公開・個人情報保護

審査会で審議
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西棟7階

◆例外的に公開できない公文書：①法令などにより公にできない情報②個人情報③事業活

動情報④犯罪の予防などの情報⑤審議、検討または協議に関する情報⑥行政運営に支障

を及ぼすおそれがある情報⑦任意提供情報

実施機関 件数 実施機関 件数

総務部 4 子ども家庭部 3

財務部 9 都市整備部 105

環境生活部 19 教育委員会 15

健康福祉部 3 議会 1

計 159

●実施機関と請求件数

●情報公開コーナー
コピー機

CIMを市報に連載しています

市役所西棟7階

市政資料コーナーをご利用ください
平成20年度利用実績

情報公開制度とは，

　市政資料コーナーは市が発行した資

料・刊行物・報告書をはじめ，都や国の

刊行物・法規・辞典・官報など各種資料

を自由に閲覧できるコーナーです。

　備え付けのパソコンでインターネッ

ト検索ができます。有償刊行物の販売

や資料の頒布，コピーサービスなども

行っています。気軽にご利用ください。

CIM=Civil Information Minimum

これだけは知っておきたい市民の情報


